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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

1. 社員一人一人が、安全で健康的に活動できる職場環

境・作業環境を構築します。

2. 計画的な作業工程と施工体制を確立し、無理のない

施工に努めます。（ＰＤＣＡサイクルの徹底）

3. 作業手順の遵守とリスクアセスメントの徹底により、

不安全行動を排除します。

4. 報告・連絡・相談とコミュニケーションを大切にし

ます。


